
 

千葉市病院局規程第１２号 

千葉市病院局の職員の給与に関する規程（平成２３年千葉市病院局規

程第１９号）及び千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関

する規程（令和２年千葉市病院局規程第１０号）の一部を次のように改

正する。 

令和４年１０月１４日 

            千葉市病院事業管理者 寺 井   勝 

 （千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部改正） 

第１条 千葉市病院局の職員の給与に関する規程（平成２３年千葉市病

院局規程第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項本文中「調整数を乗じて得た額」の次に「（別表第

６の２の職員の欄に掲げる職員にあっては、当該額に同表の加算額の

欄に掲げる額を加えて得た額）とし、別表第６の３の職員の欄に掲げ

る職員にあっては、同表の調整額の欄に掲げる額とする。」を加え、

「（育児短時間勤務職員等にあっては、」を「ただし、育児短時間勤

務職員等にあっては、」に改め、「それぞれ乗じて得た額とし、その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）」を

「それぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額」に改め、同項ただし書を削る。 

第１２条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項に規定する職員の給料の調整額が調整前における給料月額の１

００分の２５を超えるときは、給料月額の１００分の２５に相当する

額（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員について、その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

別表第６の次に次の２表を加える。 

別表第６の２ 

調整額加算額表 

勤務箇所 職員 加算額 

病院 （１）心理療法士、保育士及び医療福祉 ３，７００ 



別表第６の３ 

調整額表 

勤務箇所 職員 調整額 

病院 （１）介護福祉士 ３，７００ 

（２）社会福祉士 ３，７００ 

（３）精神保健福祉士 ３，７００ 

（千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程の一

部改正） 

業務に従事する職員(精神及び感染症

病棟に勤務する職員) 

 

（２）（１）以外の保育士 ３，７００ 

（３）理学療法士及び作業療法士 ３，７００ 

（４）診療放射線技師及び診療エックス

線技師 

３，７００ 

（５）臨床検査技師、臨床工学技士及び

衛生検査技師 

３，７００ 

（６）視能訓練士 ３，７００ 

（７）言語聴覚士 ３，７００ 

（８）歯科衛生士 ３，７００ 

（９）薬剤師 ３，７００ 

（10）栄養士 ３，７００ 

（11）看護師及び准看護師（精神及び ６，３００ 

感染症病棟に勤務する職員）  

（12）（ 11）以外の看護師、准看護師及

び助産師 

６，３００ 

（13）看護補助員及び看護補助業務を行

う技能員（精神及び感染症病棟に勤

務する職員） 

３，７００ 

（14）（ 13）以外の看護補助員及び看護

補助業務を行う技能員 

３，７００ 



第２条 千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程

（令和２年千葉市病院局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

２ 別表第７の職員の欄に掲げる職員の給料の調整額は、同表の調整

額の欄に掲げる額（１号職員にあっては、その額にその者の所定労

働時間数を２号職員の１週平均の正規の勤務時間として管理者が定

める時間数で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。  

第２０条中「別表第７」を「別表第８」に改める。 

別表第７を別表第８とし、別表第６の次に次の１表を加える。 

別表第７ 

調整額表 

勤務箇所 職員 調整額 

病院 （１）救急救命士 ３，７００ 

（２）医師事務作業補助者 ３，７００ 

（３）医師事務作業補助者（リーダー） ３，７００ 

（４）外来クラーク（リーダー） ３，７００ 

（５）相談員 ３，７００ 

（６）事務補助員（ただし、医療サービ

スを患者に直接提供している者に限

る。） 

３，７００ 

   附 則  

１ この規程は、令和４年１０月１４日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規

程及び第２条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員

の給与等の支給に関する規程は、令和４年１０月１日から適用する。 


